
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
号
）
新
旧
対
照
表 

（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 
第
一
条
か
ら
第
三
条
の
六
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
変
電
設
備
等
の
保
有
距
離
） 

第
四
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
（
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
変
電
設
備
等
の
機
器
、
配
線
及
び
配
電
盤
等

が
相
互
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
余
裕
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
保
有
距
離
」

と
い
う
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

種
類 

保
有
距
離
を
確
保
す
る
部
分 

保
有
距
離 

変
電
設
備

か
ら
蓄
電

池
設
備
ま

で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
変
電
設
備
等
の
点
検
試
験
結
果
の
記
録
表
の
様
式
） 

第
四
条
の
二 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
（
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五

項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
点
検
及
び
試
験
又
は
補
修
の
結
果

の
記
録
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
記
録
表
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
点
検
等
の
記
録
表
で
別
記
第
一
号
様
式
に
定
め
る

記
載
事
項
が
確
認
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
記
録
表
を
も
つ
て
こ
れ
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
蓄
電
池
設
備
の
蓄
電
池
容
量
の
算
定
） 

第
四
条
の
三 

条
例
第
十
三
条
の
蓄
電
池
設
備
の
蓄
電
池
容
量
は
、
十
時
間
（
ア
ル
カ

リ
蓄
電
池
及
び
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
に
あ
つ
て
は
五
時
間
）
放
電
率
容
量
に

よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
削
る
） 

 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
六
ま
で 

（
略
） 

（
変
電
設
備
等
の
保
有
距
離
） 

第
四
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
（
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
変
電
設
備
等
の
機
器
、
配
線
及
び
配
電
盤
等
が
相
互
に
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
余
裕
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
保
有
距
離
」
と
い
う
。
）

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

種
類 

保
有
距
離
を
確
保
す
る
部
分 

保
有
距
離 

変
電
設
備

か
ら
蓄
電

池
設
備
ま

で 

（
略
） 

（
略
） 

（
変
電
設
備
等
の
点
検
試
験
結
果
の
記
録
表
の
様
式
） 

第
四
条
の
二 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
（
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
四

条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
点
検
及
び
試
験
又
は
補
修
の
結
果
の
記
録

は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
記
録
表
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の

法
令
の
規
定
に
よ
る
点
検
等
の
記
録
表
で
別
記
第
一
号
様
式
に
定
め
る
記
載
事
項

が
確
認
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
記
録
表
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
蓄
電
池
設
備
の
定
格
容
量
及
び
電
槽
数
の
算
定
） 

第
四
条
の
三 

条
例
第
十
三
条
の
蓄
電
池
設
備
の
定
格
容
量
及
び
電
槽
数
は
、
次
の

各
号
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

定
格
容
量
は
、
十
時
間
（
ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
及
び
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
に

あ
つ
て
は
五
時
間
）
放
電
率
容
量
と
す
る
こ
と
。 



（
削
る
） 

（
標
識
等
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
条
例
第
八
条
の
三

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三

条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条

第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
四
条
第

一
項
第
一
号
（
条
例
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
設
け
る
標
識
の
様
式
は
、
別
表
第
一
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
の
六
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
施
錠
に
関
す
る
基
準
） 

第
十
一
条
の
三 

条
例
第
五
十
四
条
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
非
常
の
際

自
動
的
に
解
錠
で
き
る
装
置
を
設
け
て
あ
る
も
の
又
は
鍵
等
を
用
い
ず
屋
内
か
ら

一
の
動
作
で
容
易
に
解
錠
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
が
常
時
監
視
し
、
非

常
の
際
容
易
に
解
錠
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
削
る
） 

            

二 

電
槽
数
は
、
単
位
電
槽
の
数
と
す
る
こ
と
。 

（
標
識
等
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
条
例
第
八
条
の
三

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
三
号
及
び

第
四
号
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号

（
条
例
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
設
け
る
標
識
の
様
式
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

第
六
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
の
六
ま
で 

（
略
） 

（
施
錠
に
関
す
る
基
準
） 

第
十
一
条
の
三 

条
例
第
五
十
四
条
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
非
常
の
際

自
動
的
に
解
錠
で
き
る
装
置
を
設
け
て
あ
る
も
の
又
は
次
の
表
の
イ
欄
に
掲
げ
る

戸
の
区
分
に
応
じ
て
ロ
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
が
常
時
監
視
し
、

非
常
の
際
容
易
に
解
錠
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

ロ 

㈠ 

屋
内
避
難
階
段
に
通
ず

る
戸 

か
ぎ
等
を
用
い
ず
屋
内
か
ら
一
の
動

作
で
容
易
に
解
錠
で
き
る
も
の
。
た
だ

し
、
地
階
又
は
無
窓
階
に
あ
つ
て
は
、

か
ぎ
等
を
用
い
ず
屋
内
か
ら
開
放
動

作
で
解
錠
し
、
か
つ
、
開
放
で
き
る
も

の 

㈡ 

特
別
避
難
階
段
に
通
ず

る
戸 

㈢ 

屋
外
階
段
に
通
ず
る
戸 

か
ぎ
等
を
用
い
ず
屋
内
か
ら
開
放
動

作
で
解
錠
し
、
か
つ
、
開
放
で
き
る
も

の 



     

第
十
一
条
の
三
の
二
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

                     

㈣ 

非
常
の
際
に
避
難
専
用

と
す
る
た
め
に
設
け
た

戸
（(

一)

か
ら(

三)

ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

第
十
一
条
の
三
の
二
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
略
） 

                     



  

別 記 第 三 号 様 式 の 三 か ら 第 八 号 様 式 の 三 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

 

別 記 第 三 号 様 式 の 三 か ら 第 八 号 様 式 の 三 ま で  （ 略 ）  



 

別 記 第 九 号 様 式 か ら 第 二 十 六 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

 

別 記 第 九 号 様 式 か ら 第 二 十 六 号 様 式 ま で  （ 略 ）  

  

 




